
 

報告第2号 

 

専決処分(損害賠償の額の決定及び和解)の報告について 

 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき議会が指定した市長の専決処

分事項の項目である下記の事件を次のとおり専決したので、同条第2項の規定により報告する。 

 

 

  令和6年2月20日提出 

 

備前市長 𠮷 村 武 司 

 

 

記 

 

専決第5号  物損事故損害賠償額の決定及び和解 
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報告第2号参考資料 

 (専決第5号関係) 

 

位置図 

 

事故現場見取図 

地図出典：国土地理院地図 

 

相手方車両 
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